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保証制度がなくなりました！！ 

登記識別情報、本人確認情報 
 

 
登 記 済 証 （ い わ ゆ る 権 利 証 書 ） 制 度 が 廃 止 さ れ 、 登 記 識 別 情 報 通 知 制

度 （ 詳 細 に つ い て は 別 紙 の と お り ） に 変 っ て か ら 、 １ ヵ 月 を 経 過 し ま し

た 。（ 高 知 地 方 法 務 局 本 局 の み ）  
こ の 登 記 識 別 情 報 （ 登 記 済 証 ） を 紛 失 、 失 念 し て 登 記 識 別 情 報 を 提 供

す る こ と が 出 来 な い 場 合 （ 以 前 の 保 証 書 の 扱 い ）  
              ・ ・ ・  

① 法 務 局 か ら の 事 前 通 知 が 原 則  
  事 前 通 知 とは、登 記 義 務 者 に 対 し 法 務 局 の 登 記 官

か ら 本 人 限 定 受 取 郵 便 で 通 知 さ れ 、そ の 文 書 に 氏

名 を 記 載 し 、実 印 を 押 印 の 後 、法 務 局 に 返 送 す れ

ば 、当 初 受 付 時 の 日 付 で も っ て 登 記 手 続 が 完 了 し

ま す 。  
  事 前 通 知 制 度 は 、上 記 の 郵 送 等 の 手 続 の た め 、日

数 が か か り ま す 。  
 
② 上 記 の 手 続 の 他 に 特 則 として  
 

①  司 法 書 士 、 弁 護 士 、 土 地 家 屋 調 査 士 等 、 資 格 者 代 理 人 に よ る 本 人 確

認 情 報 の 提 供  
②  公 証 人 に よ る 認 証  

が あ り ま す 。  
  

こ こ で は 、 ① の 資 格 者 代 理 人 で あ る 司 法 書 士 に よ る 本 人 確 認 情 報 の 提

供 について説明します。  
 資 格 者 代 理 人 に よ る 本 人 確 認 は 、登 記 手 続 の

代 理 を 業 と す る 専 門 の 資 格 者 が 、そ の 職 責 に 基

づ き 、登 記 を 受 託 す る に あ た り 、依 頼 者 が 不 動

産 に 対 す る 権 限 を 有 す る 本 人 で あ る こ と 及 び

登 記 申 請 の 内 容 に つ い て 全 体 的 に 調 査 確 認 し

て 、正 し く 登 記 申 請 を し て い る 事 実 を 、資 格 者

代 理 人 が 本 人 確 認 情 報 と し て 法 務 局 の 登 記 官

に 提 供 し 、登 記 官 が そ の 内 容 を 相 当 と 認 め れ ば 、

登 記 官 に よ る 事 前 通 知 を 省 略 す る と い う こ と

で す 。   
登 記 識 別 情 報 の 提 供 （ 又 は 登 記 済 証 の 提 出 ） が で き な く て も 、 本 人 確

認 情 報 の 提 供 に よ り 登 記 は 進 行 し ま す の で 、 円 滑 ・ 迅 速 な 取 引 の 要 請 に

も 応 え る こ と に な り ま す 。  
こ の 本 人 確 認 は 、 面 識 の あ る 者 の 場 合 で も 、 司 法 書 士 本 職 に よ る 「 面

談 」 確 認 が 必 ず 必 要 で あ り ま す 。 本 人 と 面 識 の な い 場 合 に は 、 写 真 付 き

の 身 分 証 明 書 等 の 提 示 を 受 け 、 そ の 写 し 等 の 提 出 ・ 保 管 や そ の 不 動 産 に

対 す る 権 利 取 得 に お け る 経 緯 等 の 聴 き 取 り 調 査 を す る 等 、 厳 格 な 本 人 確

認 が 要 求 さ れ て い ま す 。  
 

 



 
そ こ で 、 登 記 官 が 申 請 人 が 登 記 義 務 者 で あ る と 確 認 す る た め に 必 要 な

情 報 の 内 容 は 、  
① 資 格 者 代 理 人 が 申 請 人 （ 申 請 人 が 法 人 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 代 表 者 又 は こ れ に 代 わ

る べ き 者 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）と 面

談 し た 日 時 、場 所 及 び そ の 状 況  
 
② 資 格 者 代 理 人 が 申 請 人 の 氏 名 を 知 り 、か つ 、

当 該 申 請 人 と 面 識 が あ る と き は 、 当 該 申 請

人 の 氏 名 を 知 り 、 か つ 、 当 該 申 請 人 と 面 識

が あ る 旨 及 び そ の 面 識 が 生 じ た 経 緯  
 
 
③ 資 格 者 代 理 人 が 申 請 人 の 氏 名 を 知 ら ず 、 又 は 当 該 申 請 人 と 面 識 が な い

と き は 、 申 請 の 権 限 を 有 す る 登 記 名 義 人 で あ る こ と を 確 認 す る た め に

当 該 申 請 人 か ら 提 示 を 受 け た 次 に 掲 げ る 書 類 の 内 容 及 び 当 該 申 請 人 が

申 請 の 権 限 を 有 す る 登 記 名 義 人 で あ る と 認 め た 理 由  
で す 。  

一 般 的 に 当 該 申 請 人 に つ い て は 、 面 識 が な い 場 合 が 多 い の で 、 司 法 書

士 に 面 識 が な い 場 合 等 の 確 認 方 法 と し て は 、  
① （ １ 号 書 類 ）  
  運 転 免 許 証 ・ 住 民 基 本 台 帳 カ ー ド ・ 旅 券 （ パ ス ポ ー ト ）  

（ 当 該 申 請 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 の 記 載 が あ る も の に 限 る 。）  
② （ ２ 号 書 類 ）  

国 民 健 康 保 険 等  
国 民 年 金 手 帳 等  

   当 該 申 請 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 の 記 載 が あ る も

の の う ち い ず れ か 二 以 上 の 提 示 を 求 め る 方 法  
③  ② の う ち い ず れ か 一 以 上 と 官 公 庁 か ら 発 行  

さ れ 氏 名 、住 所 及び 生 年 月 日 の記載のあるもの。 
こ れ は 、 す べ て 資 格 者 代 理 人 が 提 示 を 受 け る 日 に お い て 有 効 な も の の 提

示 を 受 け て 確 認 し ま す 。  
 
 概 し て 言 う な ら 、 写 真 付 き 公 的 証 明 書 な ら 一 つ 以 上 、 そ れ 以 外 の 、 本

人 の み が 所 持 す べ き 公 的 被 保 険 者 証 な ら 二 つ 以 上 の 提 示 を 求 め て 、 本 人

確 認 を 行 う こ と が 必 要 と い う こ と に な り ま す 。  
   
 以上が個人についてですが、法人の場合には、「申請人が法人である場合に

あっては、代表者又はこれに代わるべき者」とあることから、例えば金融機

関の抵当権の解除による抹消の場合には、必ず頭取などの代表者と会う必要

があるわけではなく、当該登記の手続について業務権限を有することの証明

書等に基づき、その業務権限を有する従業員本人と面談する（その内部の業

務権限の証明は登記所に提出する（原本還付））ことで、法人の本人確認情報

の提供ができることになります。  
 業務権限を証する証明書については、各法人の内部資料ですので、各法人

が作成する必要があります。  


